
個人情報ファイルの名称

市の機関の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
部課名

個人情報ファイルの利用目
的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正および利用停止に関す
る他の法令の規定による特
別の手続等

〇 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

○ 政令第２１条第７項に該当するファイル

- 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

個人情報ファイル簿（単票）

戸籍情報システム

小金井市長

市民部市民課

親族的な身分関係を登録・公証する戸籍上の届出の受理
及び戸籍の記録をする一連の事務並びにこれに付随する
事務

非該当

別紙のとおり

個人情報ファイルの種別

事件本人、届出人、証人、その他本籍人、医師等

本人からの届出・申出等による収集、本人以外（国・地
方公共団体等）との間の通知・照会等による収集

含む

国・地方公共団体、多摩府中保健所

小金井市総務部総務課情報公開係
小金井市前原町三丁目４１番１５号

小金井市役所第二庁舎６階

戸籍の記載については、戸籍法の規定に基づき訂正請求
できる。

－

－

－

－

－



１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５住所を定めた年月日、６本籍、７国籍、８
続柄、９届出年月日等、１０事件発生日、１１出生地、１２死亡日時、１３死亡地、
１４届出人の資格、１５戸籍届出の種類、１６身分変動事項、１７裁判所申し立て事
項・審判事項、１８裁判・審判確定年月日、１９裁判・審判確定地、２０届出・送付
市町村名、２１職業・区分、２２出生証明書情報、２３死亡診断書及び死体検案書情
報、２４死産証明書及び死胎検案書情報、２５不受理申出事項、２６罪名・刑期・民
刑事項等、２７禁治産・準禁治産者状況、２８成年被後見人登記状況、２９操作者指
紋情報、３０個人識別符号、３１住民票コード、３２宛名番号、３３管理番号

別紙：個人情報ファイル簿の記録項目について（戸籍情報システム)


